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音楽著作権に関するご注意 
 

ご結婚誠におめでとうございます。 

またこのたびは、おふたりの晴れ舞台を彩る「映像作品の製作」や「結婚式の様子のオンライン

配信」等をご依頼いただき誠にありがとうございます。 

スタッフ一同、お客様の「一生の記念」となる作品を製作、または映像を配信できるよう全力を

尽くしてまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

さて、映像作品を製作したり、結婚式の様子をオンラインで配信したりするにあたり、その作品

の中で一般に市販されている楽曲（いわゆる J-POP 等を含みますが、それに限られません。）をご

使用になる場合には、その楽曲の「音楽著作権」について権利者に適正な許諾を得る必要が生じて

まいります。この点、大変分かりづらいかと存じますので、本書をもって概要のご説明を申し上げ

ます。 

 

１．「音楽著作権」とはなにか？ 

 「音楽著作権」とは、楽曲を作詞・作曲した人（著作権者）やその音源を収録したレコード製

作事業者（著作隣接権者）に帰属する権利で、いくつかの権利によって構成されています。 

 

  このうち、結婚式当日に場内でＢＧＭを流す行為については「演奏権」という権利が関係し、

ほとんどのホテル・式場が、主に一般社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）との間で契

約を取り交わすことでＢＧＭ使用の包括的な許諾を得ているため、お客様に追加でお支払いをい

ただくことはありません。 

 

  一方で、結婚式当日に上映するプロフィールビデオやエンドロール等の映像作品や当日の様子

を収録した記録作品を製作する行為については、「複製権」という権利が関係し、これは作品ご

とに所定の使用料を支払うことで、個別に権利者の許諾を得なければなりません。なお、これは、

おふたりやご友人が独自に作成した場合でも同様です。 

 

  また、結婚式の様子をオンライン配信する行為については、「公衆送信権」や「送信可能化権」

という権利が関係し、配信する楽曲ごとに所定の使用料を支払い、個別に権利者の許諾を得なけ

ればなりません。 

 

２．市販楽曲を使用する上で発生する使用料について 

映像作品を製作したり、オンライン配信したりするにあたっては、権利者に支払う使用料をお

ふたりにご請求させていただく場合がございます。その場合には別途ご案内いたしますので、ご

理解のほど何とぞよろしくお願いいたします。 

 

３．使用料を発生させない方法について 

Sample Sample

Sample  Sample 

Sample  Sample  Sample

Sample  Sample  Sample

 Sample  Sampl

Sample Sample 

Sample  Sample


